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告　
示

○
保
安
林
予
定
森
林
の
指
定
通
知
（
三
六
五
～
三
六
八
・
水
と
緑
の
森

　

づ
く
り
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
三
六

　

九
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
三
七
〇
・
都

　

市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認
（
三
七
一
・
鹿
角
地
域

　

振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

鹿
角
市
花
輪
字
牛
沢
一
の
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一

の
一
一

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
牛
沢
一
の
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

　
　

⑶　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の

所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関

係
書
類
を
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
、
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部

及
び
鹿
角
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

由
利
本
荘
市
高
尾
字
中
ノ
沢
一
七
、
三
二
の
一
〇
、
三
二
の
一
二
か
ら

三
二
の
一
五
ま
で
、
三
二
の
一
七
、
一
六
の
一
・
一
七
の
一
〇
・
字
山
根

八
四
の
四
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
中
ノ
沢
一
七
の
一
〇
、
一
六
の
一
・
一
七
・
三
二
の
一
〇
・
三

二
の
一
四
・
三
二
の
一
七
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

　
　

⑶　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の

所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関

係
書
類
を
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
、
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部

及
び
由
利
本
荘
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

由
利
本
荘
市
大
内
三
川
字
薬
師
堂
九
五
の
八
、
九
六
の
七
か
ら
九
六
の

九
ま
で
、
九
七
か
ら
一
〇
五
ま
で
、
一
〇
六
の
一
、
一
〇
七
の
一
、
一
〇

八
の
二
か
ら
一
〇
八
の
八
ま
で
、
一
〇
九
の
一
か
ら
一
〇
九
の
三
ま
で
、

字
薬
師
沢
一
の
一
か
ら
一
の
四
ま
で
、
二
の
一
か
ら
二
の
五
ま
で

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
薬
師
堂
九
五
の
八
・
九
六
の
九
・
九
八
・
九
九
・
一
〇
八
の
二

か
ら
一
〇
八
の
四
ま
で
・
一
〇
八
の
八
・
一
〇
九
の
二
・
一
〇
九
の

三
・
字
薬
師
沢
一
の
三
（
以
上
一
一
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

　
　

⑶　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の

所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関

係
書
類
を
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
、
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部

及
び
由
利
本
荘
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

秋
田
市
豊
岩
石
田
坂
字
山
田
沢
一
四
の
一
、
字
館
ノ
沢
三
六
、
五
三
、

五
四

二　

指
定
の
目
的　

水
源
の
涵
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

⑵　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示



２
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所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
農
林
水

産
部
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
、
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
及
び
秋
田
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

角
館
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
九
号
横
町
線
及
び
三
・
四
・
二
号

大
町
通
線

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

秋
田
県

三　

事
務
所
の
所
在
地

　

㈠　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　

㈡　

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号　

仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

四　

事
業
地
の
所
在

　
　

収
用
の
部
分　

変
更
な
し

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

横
手
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
五
号
中
央
線
及
び
三
・
四
・
六
号

八
幡
根
岸
線

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

秋
田
県

三　

事
務
所
の
所
在
地

　

㈠　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　

㈡　

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号　

平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部

四　

事
業
地
の
所
在

　
　

収
用
の
部
分　

横
手
市
幸
町
、
本
町
及
び
二
葉
町
地
内

　
　

使
用
の
部
分　

な
し

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変

更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
行
う
者

　
　

か
づ
の
農
業
協
同
組
合

二　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

　
　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業

三　

変
更
内
容

　
　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
関
係
事
務
に
係
る
処
理
基
準
の
改
正
に
伴

う
農
用
地
等
の
貸
付
け
等
の
相
手
方
に
係
る
要
件
の
変
更
等

四　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
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